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入札公告

次のとおり、一般競争入札に付します。

平成21年７月３日

支出負担行為担当官

関東地方整備局長 菊川 滋

支出負担行為担当官

東京税関総務部長 山崎 晃義

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11

１ 事業概要

(1) 品目分類番号 41、42、75、78

(2) 事業名 東京税関大井出張所（仮称）整備

等事業

(3) 事業場所 東京都大田区東海4-1-10

(4) 事業内容 本事業は、民間資金等の活用に

よる公共施設等の整備等の促進に関する法律

（平成11年法律第117号。以下「PFI法」とい

。） 、う 第６条に基づき選定された事業として

開札の結果、落札者とされたものが、東京税

関大井出張所 仮称 整備等事業 以下 本（ ） （ 、「
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事業」という ）の遂行のみを目的とした会。

社法（平成17年法律第86号）に定められる株

（ 「 」 。） 、式会社 以下 事業者 という を設立し

当該事業者が、落札者とされた者の提案に基

づき いわゆるBTO(Build Transfer Operate)、

方式により 東京税関大井出張所 仮称 官、 （ ）（

用車用駐車場、自走式駐車場及び附帯施設を

含む （以下「本庁舎等」という ）並びに） 。

仮庁舎・仮設駐車場（以下「仮庁舎等」とい

う。また、本庁舎等と仮庁舎等を総称して以

下「本施設」という ）の施設整備、維持管。

理、運営に関する業務（入居予定官署：東京

税関大井出張所、東京税関大井倉庫、総務省

人事・恩給局書庫、総務省統計局書庫、東京

、 、国税局大井集中倉庫 文部科学省資料保管所

会計検査院大井書庫、共用倉庫 ）。

(5) 事業期間 事業契約締結日から平成35年３

月31日まで。

２ 競争参加資格

(1) 基本的要件



3

① 入札参加者は、以下の③に掲げる業務を

実施する、複数の企業により構成されるグ

ループ（以下「応募グループ」という ）。

であること。また、入札参加者は応募グル

ープを構成する企業の中から、応募グルー

プを代表する企業（以下「代表企業」とい

う ）を定めるとともに、当該代表企業が。

応募手続を行うこととする。

② 代表企業及び応募グループを構成する企

業は、基本協定の締結後に会社法に定める

株式会社として設立する事業者に出資を行

うものとする（代表企業は必ず事業者に出

資を行うものとするが、応募グループを構

成する全ての企業が事業者に出資する必要

はない 。。）

なお、事業者の株主は以下の要件を満た

すこととする。

ア 代表企業及び代表企業以外の応募グル

ープを構成する企業で事業者に出資した

企業（以下「構成員」という ）である。
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株主が、事業者の株主総会における全議

決権の２分の１を超える議決権を保有

し、かつ、応募グループ以外の株主の議

決権保有割合が出資者中 大とならない

こと。

イ 事業者の株主は、原則として本事業の

事業契約が終了するまで事業者の株式を

保有することとし、関東地方整備局及び

東京税関（以下、両者を総称して「発注

者」という ）の事前の書面による承諾。

がある場合を除き、譲渡、担保権等の設

定その他一切の処分を行ってはならない

こと。

ウ 構成員である株主は、経常建設共同企

業体（以下「経常ＪＶ」という ）では。

ないこと。

③ 入札参加者は、代表企業、構成員及び協

（ 、力会社 応募グループの構成員以外の者で

事業開始後、事業者から直接下記の業務を

受託又は請負うことを予定している者をい
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う。以下同じ ）のそれぞれが、下記のい。

ずれの業務に携わるかを明らかにするこ

と。

ア 設計業務 本施設の設計業務

イ 建設業務 本施設の建設業務

ウ 工事監理業務 本施設の工事監理業務

エ 維持管理業務 本施設の維持管理業務

オ 運営業務 本施設の運営業務

なお、代表企業、構成員又は協力会社の

うち一者が、上記の複数の業務を兼ねて実

施すること、業務範囲を明確にした上で各

業務を複数の者の間で分担することは妨げ

ないものとするが、同一の者又は相互に資

本面若しくは人事面において関連のある者

が、建設業務と工事監理業務とを兼ねるこ

とはできないものとする（ 資本面におい「

て関連のある者」とは、当該企業の発行済

、株式総数の100分の50を超える株式を有し

又はその出資の総額の100分の50を超える

出資をしている者をいい 「人事面におい、
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て関連のある者」とは、当該企業の代表権

を有する役員を兼ねている者をいう 。。）

また、各業務は、代表企業、構成員又は協

力会社の間で分担することは差し支えない

ものとする。

④ 代表企業、構成員又は協力会社の変更は

認めない。ただし、やむを得ない事情が生

じた場合は、発注者はその事情を検討のう

え、可否の決定をするものとする。

⑤ 応募グループを構成する企業のいずれか

が、他の応募グループを構成する企業でな

いこと。

⑥ 応募グループを構成する企業のいずれか

と資本関係又は人的関係のある者が、他の

応募グループを構成する企業でないこと。

ただし、当該応募グループの協力会社と資

本関係又は人的関係のある者が他の応募グ

ループの協力会社である場合を除くものと

する。

⑦ 上記⑥において 「資本関係又は人的関、



7

係のある者」とは、次のア又はイに該当す

る者をいう。

ア 資本関係

次の（Ａ）又は（Ｂ）に該当する二者

の場合。ただし （Ａ）について子会社、

（会社法第２条第３号及び会社法施行規

則（平成18年法務省令第12号）第３条の

規定による子会社をいう。以下同じ ）。

又は（Ｂ）について子会社の一方が、会

社更生法（平成14年法律第154号）第２

条第７項に規定する更生会社（以下「更

生会社」という ）又は民事再生法（平。

成11年法律第225号）第２条第４号に規

定する再生手続が存続中の会社である場

合を除く。

（Ａ）親会社（会社法第２条第４号及び会

社法施行規則第３条の規定による親会

社をいう。以下同じ ）と子会社の関。

係にある場合。

（Ｂ）親会社を同じくする子会社同士の関
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係にある場合。

イ 人的関係

次の（Ａ）又は（Ｂ）に該当する二者

の場合。ただし （Ａ）については、会、

社の一方が更生会社又は民事再生法第２

条第４号に規定する再生手続が存続中の

会社である場合は除く。

（Ａ）一方の会社の役員が、他方の会社の

役員を現に兼ねている場合。

（Ｂ）一方の会社の役員が、他方の会社の

会社更生法第67条第１項又は民事再生

法第64条第２項の規定により選任され

た管財人を現に兼ねている場合。

ウ その他入札の適正さが阻害されると認

められる場合

その他上記ア又はイと同視し得る資本

関係又は人的関係が認められる場合。

(2) 代表企業、構成員又は協力会社に共通の参

加資格要件

① 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第16



9

5号、以下「予決令」という ）第70条及。

び第71条の規定に該当しない者であるこ

と。

② 本事業に係る業務に対応した予決令第72

条の資格の認定等を受けている者であるこ

と（会社更生法（平成14年法律第154号）

に基づく更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成11年法律第22

5号）に基づく再生手続開始の申立てがな

されている者については、手続開始の決定

後、所定の手続に基づく再認定等を受けて

いること 。。）

③ 会社更生法に基づく更生手続の開始の申

立てがなされている者又は民事再生法に基

づく再生手続の開始の申立てがなされてい

（ 。）る者 上記②の再認定を受けた者を除く

でないこと。

① 第１次審査資料の提出期限の日から開札

の時までの期間に、関東地方整備局長（以

下「局長」という ）から「工事請負契約。
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に係る指名停止等の措置要領 （昭和59年」

３月29日付け建設省厚第91号。以下「指名

停止措置要領」という ）に基づく指名停。

止措置を受けていない者であること。

なお、建設コンサルタント業務等及び役

務の提供等関する有資格業者においても、

指名停止措置要領が準用（平成10年８月５

日付け建設省厚契発第33号並びに平成14年

10月29日付け国官会第1562号 ）されてい。

るので留意すること。

⑤ 発注者が本事業に関する検討を委託した

株式会社佐藤総合計画、ＰｗＣアドバイザ

リー株式会社（同協力事務所として財団法

人日本ガス機器検査協会、アンダーソン・

毛利・友常法律事務所）又はこれらの者と

資本面若しくは人事面において関連がある

者でないこと。

⑥ 入札説明書に定める有識者等委員会の委

員が属する企業又はその企業と資本面若し

くは人事面において関連がある者でないこ
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と。

⑦ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営

を支配する建設業者又はこれに準ずる者と

して、国土交通省発注工事等からの排除要

請があり、当該状態が継続している者でな

いこと。

(3) 設計企業の参加資格要件

設計業務に携わる代表企業、構成員又は協

力会社（以下「設計企業」という ）は、次。

の要件を満たすこと。

（ 。）① 関東地方整備局 港湾空港関係を除く

における「建築関係建設コンサルタント業

務」に係る平成21・22年度一般競争（指名

競争 参加資格の認定を受けていること 会） （

社更生法に基づく更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法に基づく再

生手続開始の申立てがなされている者につ

いては、手続開始の決定後、局長が別に定

める手続に基づく一般競争参加資格の再認

定を受けていること 。。）
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② 建築士法 （昭和25年法律第202号）第23

条に基づく一級建築士事務所の登録を行っ

ている者であること。

③ 設計業務を複数の設計企業が分担して行

う場合は、いずれの設計企業も上記①及び

②を満たしている者であること。

設計業務を分担する場合の「分担業務分

野」の分類は、次のアからエによること。

なお、入札参加者においてこれら以外に

ランドスケープデザイン、インテリアデザ

イン、建築物の外観等の視覚的要素のデザ

インその他の独立した専門的分野を追加す

ることは差し支えないものとするが、その

場合は、新たに追加する分担業務分野、当

該分野の具体的な業務内容、当該分野を追

加する理由及び主任担当技術者の経歴を明

確にするものとする。

なお、下記アからエの担当業務分野を分

割して新たな分野を設定してはならない。

ア 建 築 建築士法（昭和25年法律第
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202号）第25条の規定に基づき、建築士

事務所の開設者がその業務に関して請求

することのできる報酬の基準（平成21年

国土交通省告示第15号 別添一 以下 別） （ 「

添一」という ）１設計に関する標準業。

務一、二及び三における総合

イ 構 造 別添一１設計に関する標準

業務一、二及び三における構造

ウ 電気設備 別添一１設計に関する標準

業務一、二及び三における電気設備

エ 機械設備 別添一１設計に関する標準

業務一、二及び三における給排水衛生設

備、空調換気設備及び昇降機等

④ 次のア及びイに示す業務を実施する管理

技術者及び各主任担当技術者を配置できる

こと。

また、上記③に示す分担業務分野以外の

分野を追加する場合は、管理技術者の下で

当該分野の担当技術者を統括する主任担当

技術者を配置できることとし、当該分野の
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主任担当技術者は、以下の⑦及び⑨の要件

を満たしていなければならないものとす

る。

ア 管理技術者については、設計業務の技

術上の管理及び統括に関する業務。

イ 各担当業務分野の主任担当技術者につ

いては、管理技術者の下で担当技術者を

統括する業務。

⑤ 管理技術者及び建築主任担当技術者は、

設計企業と直接的かつ恒常的な雇用関係に

あること。

⑥ 管理技術者、建築主任担当技術者及び構

造主任担当技術者は、一級建築士であるこ

と。また、電気設備主任担当技術者及び機

械設備主任担当技術者は、一級建築士又は

建築設備士であること。

⑦ 配置予定の技術者が地方公務員である場

合は、地方公務員法（昭和25年法律第261

号）第38条第１項の規定を満たしているこ

と。
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⑧ 次のアからエに示す要件を満たす管理技

術者及び各主任担当技術者を配置できるこ

と。

ア 平成８年４月１日以降に、次のエに示

す新営工事の業務（施設の建設工事の完

成・引渡しが完了したものであって、基

本設計及び実施設計に携わったものに限

る ）に携わった実績を有する管理技術。

者、建築主任担当技術者、構造主任担当

技術者、電気設備主任担当技術者及び機

械設備主任担当技術者であること。

イ 携わった実績については、次のエのう

ち、管理技術者並びに建築主任担当技術

者及び構造主任担当技術者にあっては

（Ａ）の、電気設備主任担当技術者にあ

っては（Ｂ）の、機械設備主任担当技術

者にあっては（Ｃ）の項目に該当する実

績を有していること。

なお、海外での実績についても条件を

満たしていれば実績として認めるものと
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する。

ウ 管理技術者及び各主任担当技術者は、

それぞれ１名とし、互いに兼務すること

は認めない。また、入札参加表明に係る

資料提出時点において、管理技術者又は

各主任担当技術者を決定できないことに

より複数名の候補者をもって競争参加資

格確認資料を提出することは支障ないも

のとするが、いずれの候補者についても

上記ア及びイの要件を満たしていなけれ

ばならないものとする。

エ 実績要件

（Ａ）管理技術者、建築主任担当技術者又

は構造主任担当技術者

ａ 建物用途 庁舎、事務所又は類似

施設

なお、類似施設とは、事務室、会

議室、研修室、人文科学系の研究室

及びこれらに類する室の床面積（こ

れに付随する共用部分の床面積を含
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む ）が当該施設の延べ床面積の過。

、 、半を占める施設又は事務室 会議室

研修室、人文科学系の研究室及びこ

れらに類する室の床面積（これに付

随する共用部分の床面積を含む ）。

が下記ｃの要件を満たす施設を指す

ものとする。

ｂ 構 造 鉄骨造、鉄筋コンクリ

ート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造

ｃ 建物規模 延べ床面積20,000㎡以

上

（Ｂ）電気設備主任担当技術者

ａ 建物用途 （Ａ）ａに同じ

ｂ 建物規模 （Ａ）ｃに同じ

ｃ 工事種目 電灯設備及び火災報知

設備

（Ｃ）機械設備主任担当技術者

ａ 建物用途 （Ａ）ａに同じ

ｂ 建物規模 （Ａ）ｃに同じ

ｃ 工事種目 空気調和設備及び排水
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設備

⑨ 管理技術者及び各主任担当技術者は、実

施設計完了までの間、病気・死亡・退職等

極めて特別な場合でやむを得ないとして発

注者に承認された場合の外は、変更を認め

ない。

(4) 建設企業の参加資格要件

建設業務に携わる代表企業、構成員又は協

力会社（以下「建設企業」という ）は、次。

の要件を満たすこと。

（ 。）① 関東地方整備局 港湾空港関係を除く

における「建築工事 「電気設備工事 、」、 」

「暖冷房衛生設備工事」に係る平成21・22

年度一般競争（指名競争）参加資格の認定

を受けていること（会社更生法に基づき更

生手続開始の申立てがなされている者又は

民事再生法に基づき再生手続開始の申立て

がなされている者については、手続開始の

決定後、局長が別に定める手続に基づく一

般競争参加資格の再認定を受けているこ
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と 。。）

② 建設業務を複数の建設企業が分担して行

う場合は、それぞれの建設企業が携わる工

事に対応する認定を受けていること。

③ 次のアからウの各工事に携わる建設企業

は、関東地方整備局（港湾空港関係を除

く ）における平成21・22年度一般競争参。

（ ）加資格の認定の際に客観的事項 共通事項

（ ）について算定した点数 経営事項評価点数

が アからウに示す点数以上であること 上、 （

記①の再認定を受けた者にあっては、当該

再認定の際の経営事項評価点数がアからウ

に示す点数以上であること 。。）

ア 建築工事 1,200点以上

ただし、仮庁舎等の建築（以下「区分

建築工事」という ）について当該区分。

建築工事に限って携わる者（以下「区分

建築企業」という ）にあっては、1,10。

0点以上。

イ 電気設備工事 1,100点以上
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ウ 暖冷房衛生設備工事 1,100点以上

④ 次のアからウの各工事に携わる建設企業

は、平成８年４月１日以降に、元請として

完成・引渡しが完了した、アからウに掲げ

る要件を満たす新営工事（電気設備工事及

び暖冷房衛生設備工事にあっては、工事種

目のシステム一式を施工していること ）。

を施工した実績を有すること（共同企業体

の構成員としての実績は、出資比率が20％

以上の場合のものに限る 。ただし、ア。）

からウの各工事を複数の建設企業が共同し

て行う場合は、そのうち一者が当該施工実

績を有し、その他の者は以下の経常ＪＶの

場合と同様に「その他の構成員」に求める

施工実績を有すること。また、アからウの

各工事を複数の企業が工区（ア建築工事の

場合）又は工事種目（イ電気設備工事又は

ウ暖冷房衛生設備工事の場合 （以下「工）

区等」という ）ごとに分担して行う場合。

は、工区等ごとに工事を分担するそれぞれ
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の者が当該施工実績を有するものとする。

ただし、建築工事において区分建築企業

が携わる場合、区分建築企業以外の者がア

（Ａ）及び（Ｂ）に掲げる要件を満たす施

工実績を有し、かつ、区分建築企業が、ア

（Ｃ）及び（Ｄ）に掲げる要件を満たす施

工実績を有すること。

なお、いずれの場合であっても、当該施

工実績が平成８年４月１日以降に完成した

国土交通省大臣官房官庁営繕部所掌の工事

又は地方整備局所掌の工事（旧地方建設局

、 。）所掌の工事を含み 港湾空港関係を除く

に係るものにあっては、評定点合計（工事

成績評定通知書の記４．成績評定①の評定

点（評定点が修正された場合にあっては、

修正評定点）をいう ）が65点未満のもの。

を除く。

ア 建築工事

（Ａ）

ａ 建物用途 庁舎、事務所又は類似
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施設

なお、類似施設とは、事務室、会

議室、研修室、人文科学系の研究室

及びこれらに類する室の床面積（こ

れに付随する共用部分の床面積を含

む ）が当該施設の延べ床面積の過。

、 、半を占める施設又は事務室 会議室

研修室、人文科学系の研究室及びこ

れらに類する室の床面積（これに付

随する共用部分の床面積を含む ）。

が下記ｃの要件を満たす施設を指す

ものとする。

ｂ 構 造 鉄骨造、鉄筋コンクリ

ート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造

ｃ 建物規模 延べ床面積20,000㎡以

上

ｄ 階 数 地上８階以上

なお、経常ＪＶにあっては、当該

経常ＪＶの構成員のうち１社が平成８

年４月１日以降に元請として完成・引
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渡しが完了した上記（Ａ）の要件を満

たす施工実績を有し、その他の構成員

は、平成８年４月１日以降に元請とし

て完成・引渡しが完了した下記（Ｂ）

の要件を満たす施工実績を有するこ

と （共同企業体としての実績は、出。

資比率が20％以上の場合に限る 。。）

（Ｂ）

ａ 建物用途 上記ア（Ａ）ａに同じ

ｂ 構 造 上記ア（Ａ）ｂに同じ

ｃ 建物規模 延べ床面積6,000㎡以

上

ｄ 階 数 地上３階以上

（Ｃ）

ａ 建物用途 上記ア（Ａ）ａに同じ

ｂ 構 造 上記ア（Ａ）ｂに同じ

ｃ 建物規模 延べ床面積2,000㎡以

上

ｄ 階 数 地上３階以上

なお、経常ＪＶにあっては、当該
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経常ＪＶの構成員のうち１社が平成

８年４月１日以降に元請として完成・

引渡しが完了した上記（Ｃ）の要件を

満たす施工実績を有し、その他の構成

員は、平成８年４月１日以降に元請と

（ ）して完成・引渡しが完了した下記 Ｄ

の要件を満たす施工実績を有するこ

と （共同企業体としての実績は、出。

資比率が20％以上の場合に限る 。。）

（Ｄ）

ａ 建物用途 上記ア（Ａ）ａに同じ

ｂ 構 造 上記ア（Ａ）ｂに同じ

ｃ 建物規模 延べ床面積750㎡以上

ｄ 階 数 地上２階以上

イ 電気設備工事

（Ａ）

ａ 建物用途 上記ア（Ａ）ａに同じ

ｂ 建物規模 上記ア（Ａ）ｃに同じ

ｃ 階 数 地上３階以上

ｄ 工事種目 電灯設備及び火災報知
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設備

ただし、工事種目は、電灯設備と

火災報知設備が別々の電気設備工事

の実績でもよいものとするが、それ

ぞれ上記ａからｃまで全ての要件 工（

事種目のシステム一式を施工してい

ること ）を満たす工事とする。。

なお、経常ＪＶにあっては、当該

経常ＪＶの構成員のうち１社が平成

８年４月１日以降に元請として完成

・引渡しが完了した上記（Ａ）の要

件（工事種目のシステム一式を施工

していること ）を満たす施工実績。

を有し、その他の構成員は、平成８

年４月１日以降に元請として完成・

引渡しが完了した下記（Ｂ）の要件

（工事種目のシステム一式を施工し

ていること ）を満たす施工実績を。

有すること （共同企業体としての。

実績は、出資比率が20％以上の場合
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に限る 。。）

（Ｂ）

ａ 建物用途 上記ア（Ａ）ａに同じ

ｂ 建物規模 延べ床面積6,000㎡以

上

ｃ 工事種目 電灯設備及び火災報知

設備

ただし、工事種目は、電灯設備と

火災報知設備が別々の電気設備工事の

実績でもよいものとするが、それぞれ

上記ａ及びｂの要件（工事種目のシス

テム一式を施工していること ）を満。

たす工事とする（共同企業体としての

実績は、出資比率が20％以上の場合に

限る 。。）

ウ 暖冷房衛生設備工事

（Ａ）

ａ 建物用途 上記ア（Ａ）ａに同じ

ｂ 建物規模 上記ア（Ａ）ｃに同じ

ｃ 階 数 地上３階以上
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ｄ 工事種目 空気調和設備及び排水

設備

ただし、工事種目は、空気調和設

備と排水設備が別々の暖冷房衛生設

備工事の実績でもよいものとする

が、それぞれ上記ａからｃ全ての要

件を満たす工事とする。

なお、経常ＪＶにあっては、当該

経常ＪＶの構成員のうち１社が平成

８年４月１日以降に元請として完成

・引渡しが完了した上記（Ａ）の要

件（工事 種目のシステム一式を施

工していること ）を満たす施工実。

績を有し、その他の構成員は、平成

８年４月１日以降に元請として完成

・引渡しが完了した 下記（Ｂ）の

要件（工事種目のシステム一式を施

工していること ）を満たす施工実。

績を有すること （共同企業体とし。

ての実績は、出資比率が20％以上の
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場合に限る 。。）

（Ｂ）

ａ 建物用途 上記ア（Ａ）ａに同じ

ｂ 建物規模 延べ床面積6,000㎡以

上

ｃ 工事種目 空気調和設備及び排水

設備

ただし、工事種目は、空気調和設

備と排水設備が別々の暖冷房衛生設

備工の実績でもよいものとするが、

それぞれ上記ａ及びｂの要件（工事

種目のシステム一式を施工している

こと ）を満たす工事とする （共。 。

同企業体としての実績は、出資比率

が20％以上の場合に限る 。。）

⑤ 次のアからウの各工事に携わる建設企業

は、自らが携わる各工事においてアからウ

に示す要件を満たす監理技術者又は主任技

術者を当該工事期間中に専任で配置できる

こと。ただし、複数の建設企業がアからウ
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の各工事を共同して行う場合は、それらの

うち一者が次の技術者を専任で配置できる

ものとする。また、複数の建設企業がアか

らウの各工事を工区等ごとに分担して行う

場合は、工区等ごとに工事を分担するそれ

ぞれの者が次の技術者を専任で配置できる

ものとする。

ただし、建築工事において区分建築企業

が携わる場合、区分建築企業は次のアに掲

げる要件を満たす監理技術者又は主任技術

者を当該工事期間中に専任で配置できるも

のとする。

なお、この場合において、次の２(4)⑤

アｂにおける「上記④ア（Ｂ 」を「上記）

④ア（Ｄ 」に読み替えるものとする。）

また、入札参加表明に係る資料提出時点

において、監理技術者又は主任技術者を決

定できないことにより複数名の候補者をも

って競争参加資格確認資料を提出すること

は支障ないものとするが、いずれの候補者
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についても次の要件を満たしていなければ

ならないものとする。

監理技術者又は主任技術者については、

各担当工事の施工完了までの間、病気・死

亡・退職等極めて特別な場合でやむを得な

いとして発注者に承認された場合の外は、

変更を認めない。

ア 建築工事

ａ 一級建築施工管理技士又はこれと同

等以上の資格を有する者であること。

なお 「これと同等以上の資格を有、

する者」とは、一級建築士の免許を有

する者又は国土交通大臣若しくは建設

大臣が一級建築施工管理技士と同等以

上の能力を有すると認定した者であ

る。

ｂ 平成８年４月１日以降に、上記④ア

（Ｂ）の要件を満たす新営工事（建築

一式工事）を元請として施工した経験

を有する者であること（共同企業体の
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構成員としての経験は、出資比率が20

％以上の場合のものに限る 。。）

なお、経常ＪＶにあっては構成員の

うち一者が上記④ア（Ｂ）の要件を満

たす施工実績を有すること。

ｃ 監理技術者にあっては、監理技術者

資格者証及び監理技術者講習終了証を

有する者であること。

ｄ 配置予定の監理技術者又は主任技術

者にあっては、直接的かつ恒常的な雇

用関係が必要であるので、その旨を明

示することができる資料を求めること

があり、その明示がなされない場合は

入札に参加できないことがある。

イ 電気設備工事

ａ 一級電気工事施工管理技士又はこれ

と同等以上の資格を有する者であるこ

と。

なお 「これと同等以上の資格を有、

する者」とは、技術士（電気・電子部
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門 建設部門又は総合技術監理部門 選、 （

択科目を「電気・電子」又は「建設」

とする者）に合格した者 ）又は国土。

交通大臣若しくは建設大臣が一級電気

工事施工管理技士と同等以上の能力を

有すると認定した者である。

ｂ 平成８年４月１日以降に、上記④イ

（Ｂ）の要件（火災報知設備を除く）

を満たす新営工事（工事種目について

システム一式を施工していること）を

元請として施工した経験を有する者で

あること（共同企業体の構成員として

の経験は、出資比率が20％以上の場合

のものに限る 。。）

なお、経常ＪＶにあっては構成員の

うち一者が上記④イ（Ｂ）の要件（火

災報知設備を除く）を満たす施工実績

を有すること。

ｃ 監理技術者にあっては、監理技術者

資格者証及び監理技術者講習終了証を
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有する者であること。

ｄ 配置予定の監理技術者又は主任技術

者にあっては、直接的かつ恒常的な雇

用関係が必要であるので、その旨を明

示することができる資料を求めること

があり、その明示がなされない場合は

入札に参加できないことがある。

ウ 暖冷房衛生設備工事

ａ 一級管工事施工管理技士又はこれと

同等以上の資格を有する者であるこ

と。

なお 「これと同等以上の資格を有、

する者」とは、技術士（機械部門（選

択科目を「流体工学」又は「熱工学」

とする者に限る 、上下水道部門、。）

衛生工学部門又は総合技術監理部門

（選択科目を「流体工学 「熱工学」」、

又は上下水道部門若しくは衛生工学部

門に係るものとする者に限る ）に合。

格した者 「技術士法施行規則の一。）、
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部を改正する省令（平成15年文部科学

省令第36号 」による改正前の技術士）

（機械部門（選択科目を「流体機械」

又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者

に限る 、水道部門又は総合技術監。）

理部門（選択科目を「流体機械 「暖」、

冷房及び冷凍機械」又は水道部門若し

くは衛生工学部門に係るものとする者

に限る ）に合格した者｡)又は国土交。

通大臣若しくは建設大臣が一級管工事

施工管理技士と同等以上の能力を有す

ると認定した者とする。

ｂ 平成８年４月１日以降に、上記④ウ

（Ｂ）の要件（排水設備を除く）を満

たす新営工事（工事種目についてシス

テム一式を施工していること）を元請

として施工した経験を有する者である

こと（共同企業体の構成員としての経

験は、出資比率が20％以上の場合のも

のに限る 。。）
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なお、経常ＪＶにあっては構成員の

うち一者が上記④ウ（Ｂ）の要件（排

水設備を除く）を満たす施工実績を有

すること。

ｃ 監理技術者にあっては、監理技術者

資格者証及び監理技術者講習終了証を

有する者であること。

ｄ 配置予定の監理技術者又は主任技術

者にあっては、直接的かつ恒常的な雇

用関係が必要であるので、その旨を明

示することができる資料を求めること

があり、その明示がなされない場合は

入札に参加できないことがある。

(5) 工事監理企業の参加資格要件

工事監理業務に携わる代表企業、構成員又

（ 「 」 。）は協力会社 以下 工事監理企業 という

は、次の①から⑦の要件を満たすこと。

（ 。）① 関東地方整備局 港湾空港関係を除く

における「建築関係建設コンサルタント業

務」に係る平成21・22年度一般競争（指名
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競争 参加資格の認定を受けていること 会） （

社更生法に基づく更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法に基づく再

生手続開始の申立てがなされている者につ

いては、手続開始の決定後、局長が別に定

める手続に基づく一般競争参加資格の再認

定を受けていること 。。）

② 建築士法第23条に基づく一級建築士事務

所の登録を行っている者であること。

③ 工事監理業務を複数の工事監理企業が分

担して行う場合は、いずれの工事監理企業

においても上記①及び②を満たしている者

であること。

工事監理業務を分担する場合の「担当業

務分野」の分類は、下記④イからオによる

こと。

なお、下記④イからオの担当業務分野を

分割して新たな分野を設定してはならな

い。

④ 次のアからオに示す業務を実施する工事
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監理者及び各監理主任技術者を配置できる

こと。

各監理主任技術者については、工事管理

者の下で担当業務分野における担当技術者

を総括する役割を担うものとする。

ア 工事監理者については 建築基準法 昭、 （

和25年法律201号）第５条の４第２項に

規定する業務及び総括に関する業務。

イ 建 築 建築士法（昭和25年法律第

202号）第25条の規定に基づき、建築士

事務所の開設者がその業務に関して請求

することのできる報酬の基準（平成21年

国土交通省告示第15号 別添一 以下 別） （ 「

添一」という ）２工事監理に関する標。

準業務及びその他の標準業務における総

合

ウ 構 造 別添一２工事監理に関する

標準業務及びその他の標準業務における

構造

エ 電気設備 別添一２工事監理に関する
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標準業務及びその他の標準業務における

電気設備

オ 機械設備 別添一２工事監理に関する

標準業務及びその他の標準業務における

給排水衛生設備、空調換気設備及び昇降

機等

⑤ 工事監理者及び建築監理主任技術者は、

工事監理企業と直接的かつ恒常的な雇用関

係にあること。

⑥ 工事監理者、建築監理主任技術者、構造

監理主任技術者、電気設備監理主任技術者

及び機械設備監理主任技術者は、平成８年

４月１日以降に、完成・引渡しが完了した

次のアからウの要件を満たす新営工事の工

事監理実績を有することとし、工事監理者

の実績については、建築基準法第５条の４

第２項に規定する工事監理者としての実績

であること。

なお、各監理主任技術者のそれぞれにつ

いて複数名とすることは支障ないものとす
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るが、工事監理者及び各監理主任技術者の

兼務はいずれも認めないものとする。

また、入札参加表明に係る資料提出時点

において、工事監理者又は各監理主任技術

者を決定できないことにより複数名の候補

者をもって競争参加資格確認資料を提出す

ることは支障ないものとするが、いずれの

候補者についても次の要件を満たしていな

ければならないものとする。

工事監理者及び各監理主任技術者につい

ては、各担当工事の工事監理業務が完了ま

での間、病気・死亡・退職等極めて特別な

場合でやむを得ないとして発注者に承認さ

れた場合の外は、変更を認めない。

ア 工事監理者及び建築監理主任技術者、

構造監理主任技術者については、上記２

(3)⑧エ（Ａ）の要件を満たす者であるこ

と。

さらに、工事監理者については、躯体、

外装、内装を含むほか、電灯設備、火災
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報知設備、空気調和設備、排水設備及び昇

降機設備のいずれもシステム一式を含 む

こと。また、建築監理主任技術者について

は、躯体、外装及び内装を含むこと。

イ 電気設備監理主任技術者については、

上記２(3)⑧エ（Ｂ）に示す要件を満た

す者であること。また、上記２(3)⑧エ

（Ｂ）ｃに示す工事種目の全てのシステ

ム一式を含むこと。

ウ 機械設備監理主任技術者については、

上記２(3)⑧エ（Ｃ）に示す要件を満た

す者であること。また、上記２(3)⑧エ

（Ｃ）ｃに示す工事種目の全てのシステ

ム一式を含むこと。

⑦ 配置予定の技術者が地方公務員である場

合は、地方公務員法第38条第１項の規定を

満足していること。

(6) 維持管理企業の参加資格要件

維持管理業務に携わる代表企業、構成員又

（ 「 」 。）は協力会社 以下 維持管理企業 という
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は、次の①から③の要件を満たすこと。

（ ）① 平成19・20・21年度一般競争 指名競争

（ ） 、入札参加資格 全省庁共通 審査において

資格の種類が「役務の提供等（建物管理等

各種保守管理 」であり、競争参加地域が）

「 」 「 」、「 」 「 」関東・甲信越 で Ａ Ｂ 又は Ｃ

等級に格付けされている者であること。

② 維持管理業務を行うにあたって必要な資

格（許可・登録・認定等）を有すること。

③ 維持管理業務を複数の維持管理企業で分

担する場合は、いずれの維持管理企業にお

いても上記①及び②の要件を満たしている

者であること。

(7) 運営企業の参加資格要件

運営業務に携わる代表企業、構成員又は協

力会社（以下「運営企業」という ）の内、。

警備・庁舎運用業務を実施する運営企業は、

次の①から④の要件を満たすこと。また、警

備・庁舎運用以外の業務を行う運営企業は、

次の②の要件を満たすこと。
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① 警備・庁舎運用業務を実施する運営企業

は、平成19・20・21年度一般競争（指名競

争）入札参加資格（全省庁共通）審査にお

いて、資格の種類が「役務の提供等（建物

管理等各種保守管理 」であり、競争参加）

地域が「関東・甲信越」で「Ａ 「Ｂ」」、

又は「Ｃ」等級に格付けされている者であ

ること。

② 運営業務を行うにあたって必要な資格

（許可・登録・認定等）を有すること。

③ 警備を実施する運営企業においては、警

備業法（昭和47年法律第117号）第４条に

基づく認定を有すること。

④ 運営業務を複数の運営企業で分担する場

合は、いずれの運営企業においても上記①

から③の要件を満たしている者であるこ

と。

３ 総合評価に関する事項

(1) 入札参加者は入札書及び事業提案をもって

入札し、入札価格が予定価格の範囲内である
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者のうち、(2)によって得られる基礎点と評

価点の合計を入札価格で除した数値 以下 評（ 「

価値」という ）の も高い者を落札者とす。

る。

(2) 入札参加者からの事業提案を入札説明書に

添付する「東京税関大井出張所（仮称）整備

」（ 「 」等事業 事業者選定基準 以下 選定基準

という ）に基づき審査する。ただし、第二。

次審査資料に要求範囲外の事業提案が記載さ

れていた場合、その部分は採点の対象としな

い。

① 事業提案が要求水準（必須項目）をすべ

て充足しているかについて審査を行い、審

査結果において事業提案がすべての要求水

準（必須項目）を充足している場合は適格

とし、一項目でも充足しない場合若しくは

記載のない場合は欠格とする。

なお、適格者については、基礎点を付与

する。

② 事業提案のうち発注者が特に重視する項
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目（加算点項目）について、その提案が優

れていると認められるものについては、そ

の程度に応じて評価点を付与する。加算点

項目は、選定基準による。

(3) (1)において、評価値の も高い者が２者

以上あるときは、当該者にくじを引かせて落

札者を決定する。

４ 入札手続き等

(1) 担当部局

〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都

心2-1

さいたま新都心合同庁舎２号館17階

関東地方整備局総務部契約課工事契約調整

係

電話048-601-3151（代） 内線2525

(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法

平成21年７月３日（金）から平成21年10月

５日（月）まで ＵＲＬ：http://www.ktr.m

lit.go.jp/にて交付する。

(3) 参加表明書等の提出期間、場所及び方法
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平成21年７月３日（金）から平成21年７月

31日（金）18時00分まで、上記４(1)へ持参

すること。

(4) 入札書及び事業提案の提出日、場所及び提

出方法

平成21年10月６日（火）14時00分まで、上

（ 。記４(1)へ持参または郵送 書留郵便に限る

期限までに必着）すること。

(5) 開札の日時及び場所

平成21年12月３日（木）10時00分。

〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都

心2-1

さいたま新都心合同庁舎２号館17階 関東

地方整備局総務部契約課にておこなう。

５ その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

① 入札保証金 免除。

② 契約保証金 納付。事業者は、施設整備
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業務の履行を確保するため、施設引渡日ま

でを期間として、次のアからウまでのいず

れかの方法による事業契約の保証を付すも

のとする。

ア 会計法第29条の９第１項に基づく契約

保 証金の納付

イ 会計法第29条の９第２項に基づく契約

保証金に代わる有価証券その他の担保の

提供

ａ 契約保証金に代わる担保となる有価

証券等の提供

ｂ 債務の不履行により生ずる損害金の

支払を保証する銀行、国が確実と認め

る金融機関又は保証事業会社（公共工

事の前払金保証事業に関する法律（昭

和27年法律第184号）第２条第４項に

規定する保証事業会社をいう ）の保。

証

ウ 会計法第29条の９第１項ただし書きに

基づく契約保証金の納付に代わる担保の
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提供

ａ 債務の不履行により生ずる損害をて

ん補する履行保証保険契約の締結

なお、契約保証金の額、保証金額又

は保険金額は、設計費、建設工事費及

び工事監理費に相当する額の100分の1

0以上とする。

(3) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のし

た入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした

者のした入札及び入札に関する条件に違反し

た入札は無効とする。

(4) 落札者の決定方法

予決令第79条の規定に基づいて作成された

予定価格の制限の範囲内で、入札説明書で指

定する性能等の要求水準を満たしている提案

をした入札者の中から、入札説明書で定める

総合評価の方法をもって落札者を決定する。

(5) 手続における交渉の有無 無

(6) 契約書作成の要否 要
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(7) 本事業に係る業務以外で、本事業に直接関

連する業務に関する他の契約を本事業の契約

の相手方と随意契約により締結する予定の有

無 無

(8) 事業提案のヒアリングを行う。

(9) 関連情報を入手するための照会窓口

上記４(1)に同じ。

(10) 一般競争参加資格の認定等を受けていない

企業を本事業に係る業務に携わる者とする場

合の参加

上記２(2)②、(3)①、(4)①、(5)①、(6)

①、(7)①までに掲げる一般競争参加資格の

認定等を受けていない企業も、上記４(3)に

より参加表明書等を提出することができる

が、競争に参加するためには、開札の時にお

いて当該企業が資格の認定等を受け、かつ、

入札参加者が競争参加資格の確認を受けてい

なければらない。

なお、競争参加資格に関する問い合わせ先

は４(1)とする。
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(11) 詳細は入札説明書による。

６ Summary

(1) Official in charge of disbursement of

the procuring entity: Shigeru Kikukawa

Director-General of Kanto Regional Dev-

elopment Bureau Ministry of Land, Infr-

astructure, Transport and Tourism Offi-

cial in charge of disbursement of the

procuring entity: Teruyoshi Yamazaki,

Directer of fhe Coordination Division,

Tokyo Customs, Ministry of Finance

(2) Classification of the services to be

procured: 41, 42, 75, 78

(3) Subject matters of the contract:

PFI-based contract of design,

construction and operation of Tokyo

Customs Ooi sub-br anch. (provisional-

name) (BTO-sche me)

(4) Time-limit for the submission of

application forms and relevant
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documents fo r the qualification:6:00

P.M. 31 July 2009

(5) Time-limit for the submission of

tenders:2:00 P.M. 6 October

2009

(6) Contact point for the project:Contract

Division, Kanto Regional Development

Bureau,Ministry of Land,Infrastructure,

Transport and Tourism Saitamashintoshin

National Government Building Tower2,

2-1,Shintoshin Chuou-ku, Saitama city,

Saitama330-9724 Japan

Phone: 048-601-3151 (ext.2525)


